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10月12日（月）まで
（１０日が土曜日のため）

11月２日（月）まで
（10月31日期限分）

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和２年９月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和２年８月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和２年７月期）
２カ月延長法人（令和２年６月期）
④　消費税確定申告（１カ月ごと）（８月期）
⑤　消費税確定申告（３カ月ごと）（２月、５月、８月、11月期）
⑥　法人の中間申告（半期・２月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき　１カ月ごと（８月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき　３カ月ごと（２月、５月、11月期）

①　源泉所得税には復興特別所得
税の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期
間）の終了日は各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特
例は適用後２年間継続が要件で
ある。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

取
締
役
報
酬
と
し
て
の
株
式
無
償
交

付
に
関
す
る
実
務
対
応
報
告
案
、公
表

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
９
月
10
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
４
４
１
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。
９
月
11
日

に
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
公
表
し
た
資
料
に
よ

る
と
、
主
な
審
議
内
容
は
次
の
と
お

り
。取

締
役
の
報
酬
等
と
し
て
株
式
を

無
償
交
付
す
る
取
引
に
関
す
る
取
扱
い

前
回
の
親
委
員
会
（
２
０
２
０
年

９
月
20
日
号
（
№
１
５
８
９
）
情
報

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）に
引
き
続
き
、

「
取
締
役
の
報
酬
等
と
し
て
株
式
を

無
償
交
付
す
る
取
引
に
関
す
る
取
扱

い
（
案
）」
の
文
案
、
お
よ
び
「
貸

借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
の
表
示
に

関
す
る
会
計
基
準
」、「
貸
借
対
照
表

の
純
資
産
の
部
の
表
示
に
関
す
る
会

計
基
準
等
の
適
用
指
針
」
の
改
正
文

案
等
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
９
月
１
日
に
法
務
省
よ
り

公
表
さ
れ
た
会
社
計
算
規
則
改
正
案

に
関
連
し
た
修
正
が
盛
り
込
ま
れ

た
。出

席
委
員
全
員
の
賛
成
を
も
っ

て
公
表
議
決
さ
れ
た
（
９
月
11
日

公
表
。
コ
メ
ン
ト
期
限
は
11
月
11

日
。https://w

w
w
.asb.or.jp/

jp/accou
n
tin
g_stan

dards/

exposure_draft/y2020/2020-
0911.htm

l

参
照
）。

Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
を
参
照
す
る
金
融
商

品
に
関
す
る
ヘッ
ジ
会
計
の
取
扱
い

公
開
草
案
に
寄
せ
ら
れ
た
主
な
コ

メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
事
務
局
対
応
案

に
つ
い
て
、
親
委
員
会
や
専
門
委
員

会
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
次
の
よ

う
な
修
正
案
が
示
さ
れ
た
。

⑴　
「
金
利
指
標
置
換
時
」の
定
義

「
金
利
指
標
置
換
時
」
の
定
義
に

つ
い
て
、
金
利
指
標
置
換
の
影
響
を

受
け
る
の
が
片
側
の
変
動
金
利
の
み

で
あ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、「
双
方

の
契
約
に
お
い
て
後
継
の
金
利
指
標

を
基
礎
と
し
た
計
算
が
開
始
さ
れ
る

時
点
（
双
方
の
契
約
に
お
い
て
時
点

が
異
な
る
場
合
は
い
ず
れ
か
遅
い
時

点
）」（
傍
線
部
が
追
加
部
分
）
と
修

正
す
る
。

⑵　
経
済
効
果
が
お
お
む
ね
同
等
と

な
る
か
否
か
の
例
示

経
済
効
果
が
お
お
む
ね
同
等
と
な

る
か
否
か
の
例
示
に
関
し
て
、
中
央

清
算
機
関
へ
の
取
引
相
手
の
変
更
お

よ
び
信
用
リ
ス
ク
・
ス
プ
レ
ッ
ド
の

変
更
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
結
論
の

背
景
に
記
載
す
る
。

委
員
か
ら
は
、「
さ
ほ
ど
重
要
で

な
い
例
示
に
つ
い
て
の
議
論
で
、
最

終
化
の
時
期
が
延
び
る
可
能
性
が
あ

る
な
ら
ば
、
削
除
し
て
は
ど
う
か
」

と
い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑶　
ヘ
ッ
ジ
有
効
性
テ
ス
ト
の
起
点

「
ヘ
ッ
ジ
開
始
時
」
を
起
点
と
す

る
方
法
を
原
則
的
な
方
法
と
す
る

が
、「
金
利
指
標
置
換
時
」
を
新
た

な
ヘ
ッ
ジ
開
始
時
と
み
な
し
、「
金

利
指
標
置
換
時
」
を
起
点
と
す
る
方

法
も
認
め
る
。

な
お
、
起
点
の
選
択
は
、
金
利
指

標
置
換
時
後
、
最
初
に
事
後
テ
ス
ト

を
実
施
す
る
際
に
行
う
こ
と
と
し
、

そ
の
後
は
当
該
方
法
を
継
続
適
用
す

る
。本

実
務
対
応
報
告
の
適
用
終
了
日

の
翌
日
で
あ
る
２
０
２
３
年
４
月
１

日
以
降
の
ヘ
ッ
ジ
有
効
性
判
定
の
方

法
に
つ
い
て
も
、
金
利
指
標
置
換
時

を
起
点
に
事
後
テ
ス
ト
を
実
施
す
る

こ
と
も
認
め
る
。

⑷　
注　
記

注
記
を
求
め
て
い
る
ヘ
ッ
ジ
会
計

の
内
容
の
用
語
に
つ
い
て
、「
ヘ
ッ

ジ
手
段
で
あ
る
金
融
商
品
の
種
類
」、

「
ヘ
ッ
ジ
対
象
で
あ
る
金
融
商
品
の

種
類
」（
傍
線
部
が
追
加
部
分
）
と

す
る
。

＊　

次
回
以
降
の
親
委
員
会
で
公
表
議

決
し
た
い
旨
が
示
さ
れ
た
。
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金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
、「
金
商

法
」
と
い
う
）
で
作
成
・
提
出
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
有
価
証
券
報
告
書
に

は
、「
事
業
等
の
リ
ス
ク
」
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
金
商
法
や
会
社

法
の
監
査
に
使
用
さ
れ
る
監
査
基
準
の

重
要
な
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
リ
ス
ク・

ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
考
え
方
が
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
使
わ
れ
て

い
る
「
リ
ス
ク
」
と
は
い
か
な
る
も
の

な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

事
業
等
の
リ
ス
ク
で
は
、
将
来
期

待
さ
れ
る
利
益
を
棄
損
さ
せ
る
可
能

性
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
監
査
に
お

け
る
リ
ス
ク
と
は
、
重
要
な
虚
偽
表

示
を
見
落
と
す
可
能
性
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
期
待
さ
れ
る

目
的
が
違
う
た
め
、
内
容
に
は
当
然

相
違
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
目
的
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
な
リ
ス
ク

が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
深
掘
り
し
、
ど
こ
ま
で
開
示
で
き

る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
事
業
等
の
リ
ス
ク
の
記
載
状
況

を
み
る
と
、
と
に
か
く
項
目
数
が
多

い
こ
と
が
第一印
象
と
し
て
あ
る
。
た

と
え
ば
、
外
貨
を
扱
っ
て
い
れ
ば
為
替

リ
ス
ク
、
棚
卸
資
産
が
あ
れ
ば
評
価

や
廃
棄
リ
ス
ク
、
債
権
に
は
貸
倒
れ

リ
ス
ク
、
扱
っ
て
い
る
製
商
品
に
つ
い

て
は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
リ
ス
ク
、
研
究

開
発
型
企
業
で
は
研
究
開
発
が
う
ま

く
い
か
な
い
リ
ス
ク
な
ど
、
と
り
あ
え

ず
考
え
ら
れ
る
リ
ス
ク
と
思
し
き
こ

と
を
記
載
し
て
い
る
。
私
の
印
象
で

は
、
将
来
何
か
問
題
が
発
生
し
た
場

合
、
そ
れ
に
関
し
て
何
も
触
れ
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
非
難
を
避
け
る
た

め
に
、
何
か
書
い
て
お
こ
う
と
い
う
こ

と
か
と
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
近
い
将
来
発
生
す
る
可
能

性
の
高
い
深
刻
な
リ
ス
ク
と
い
う
印
象

は
な
い
。
私
が
「
深
掘
り
」
と
い
う

言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
こ
の
「
深
刻
な

リ
ス
ク
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
あ

る
。
問
題
は
こ
の
深
刻
な
リ
ス
ク
を

ど
の
よ
う
に
開
示
で
き
る
か
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
可
能
性
の
判
断
で
あ
る
か

ら
、
書
き
方
に
よ
っ
て
は
読
者
を
ミ
ス

リ
ー
ド
す
る
こ
と
も
あ
る
。
現
時
点

で
は
、
的
を
絞
っ
た
リ
ス
ク
開
示
に
は

か
な
り
の
時
間
と
経
験
が
さ
ら
に
必

要
で
あ
る
。

一
方
、
監
査
の
リ
ス
ク
・
ア
プ
ロ
ー

チ
で
い
う
リ
ス
ク
は
、
も
っ
と
現
実
的

な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
最
近
発
覚
し
て
い

る
会
計
不
正
へ
の
対
応
と
し
て
、
平

成
14
年
に
監
査
基
準
に
導
入
さ
れ
た

コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
り
、
監
査
の
質
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
こ
こ
で
の
リ
ス
ク
は
、
発
生
可

能
性
の
高
い
財
務
諸
表
の
虚
偽
表
示

リ
ス
ク
で
あ
る
。こ
の
リ
ス
ク
の
評
価・

識
別
を
受
け
、
監
査
手
続
を
立
案
し

実
施
す
る
こ
と
を
監
査
基
準
は
求
め

て
お
り
、
具
体
性
を
も
っ
た
リ
ス
ク
評

価
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
具

体
的
で
発
生
可
能
性
の
高
い
リ
ス
ク

は
、
会
社
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構

築
に
も
必
要
と
な
る
。
こ
の
内
部
統

制
シ
ス
テ
ム
の
有
効
な
構
築
の
た
め

に
は
、
監
査
人
と
会
社
と
の
具
体
的

で
真
剣
な
意
見
交
換
が
不
可
欠
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
監
査
報
告

書
の
記
載
内
容
が
よ
り
詳
細
に
な
る
。

結
局
会
社
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
リ

ス
ク
に
関
し
て
監
査
人
に
意
見
を
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
よ

り
具
体
的
な
リ
ス
ク
評
価
は
避
け
ら

れ
な
い
。
リ
ス
ク
の
発
生
可
能
性
が

高
い
か
ど
う
か
の
判
断
は
難
し
い
が
、

常
に
気
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。

監
査
リ
ス
ク
を
検
討
す
る
場
合
、

重
要
な
こ
と
は
「
○
○
の
リ
ス
ク
が
高

い
」と
評
価
し
た
場
合
、そ
こ
で
留
ま
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
よ
り
強
い
監

査
証
拠
と
は
何
か
を
特
定
し
、
そ
の

入
手
の
た
め
の
監
査
手
続
を
実
行
す

る
と
こ
ろ
ま
で
行
動
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
過
去
の
不
正
会
計
の
監
査

状
況
を
み
て
い
る
と
監
査
の
詰
め
の
甘

さ
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。

リ
ス
ク
の
識
別
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
公
認
会
計
士 

手
塚　

仙
夫

会
計・監
査

カ
ナ
メ
の
要

金
　
　
融

再
燃
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
リ

ス
ク

委
員
か
ら
は
、「
さ
ほ
ど
重
要
で

な
い
例
示
に
つ
い
て
の
議
論
で
、
最

終
化
の
時
期
が
延
び
る
可
能
性
が
あ

る
な
ら
ば
、
削
除
し
て
は
ど
う
か
」

と
い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑶　
ヘ
ッ
ジ
有
効
性
テ
ス
ト
の
起
点

「
ヘ
ッ
ジ
開
始
時
」
を
起
点
と
す

る
方
法
を
原
則
的
な
方
法
と
す
る

が
、「
金
利
指
標
置
換
時
」
を
新
た

な
ヘ
ッ
ジ
開
始
時
と
み
な
し
、「
金

利
指
標
置
換
時
」
を
起
点
と
す
る
方

法
も
認
め
る
。

な
お
、
起
点
の
選
択
は
、
金
利
指

標
置
換
時
後
、
最
初
に
事
後
テ
ス
ト

を
実
施
す
る
際
に
行
う
こ
と
と
し
、

そ
の
後
は
当
該
方
法
を
継
続
適
用
す

る
。本

実
務
対
応
報
告
の
適
用
終
了
日

の
翌
日
で
あ
る
２
０
２
３
年
４
月
１

日
以
降
の
ヘ
ッ
ジ
有
効
性
判
定
の
方

法
に
つ
い
て
も
、
金
利
指
標
置
換
時

を
起
点
に
事
後
テ
ス
ト
を
実
施
す
る

こ
と
も
認
め
る
。

⑷　
注　
記

注
記
を
求
め
て
い
る
ヘ
ッ
ジ
会
計

の
内
容
の
用
語
に
つ
い
て
、「
ヘ
ッ

ジ
手
段
で
あ
る
金
融
商
品
の
種
類
」、

「
ヘ
ッ
ジ
対
象
で
あ
る
金
融
商
品
の

種
類
」（
傍
線
部
が
追
加
部
分
）
と

す
る
。

＊　

次
回
以
降
の
親
委
員
会
で
公
表
議

決
し
た
い
旨
が
示
さ
れ
た
。

今
年
１
月
31
日
に
Ｅ
Ｕ
を
離
脱
し

た
イ
ギ
リ
ス
だ
が
、
現
在
は
移
行
期

間
と
な
っ
て
い
る
。
12
月
末
ま
で
に

自
由
貿
易
協
定
が
締
結
で
き
な
け
れ

ば
、
２
０
２
１
年
か
ら
Ｅ
Ｕ
と
の
貿

易
取
引
に
関
税
が
か
か
る
こ
と
に
な

る
。
今
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
に
再
び
焦

点
が
当
た
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
は
、
イ
ギ

リ
ス
と
Ｅ
Ｕ
の
間
の
離
脱
協
定
が
条

件
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、

イ
ギ
リ
ス
の
一
地
域
で
あ
る
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
と
地
続
き
に
な
っ
て
い
る

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
の

国
境
で
は
、
過
去
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
紛
争
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
イ
ギ

リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
と
と
も
に
通
関
検

査
を
復
活
さ
せ
な
い
取
決
め
と
な
っ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
と
、
英
本
土
と
も
い
え
る
グ

レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
島
と
の
間
に
は
、

関
税
手
続
上
の
境
界
が
で
き
る
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
、
英
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
は

新
た
な
法
案
を
提
出
し
、
そ
の
な
か

で
こ
の
境
界
で
の
関
税
手
続
に
関
す

る
取
決
め
を
変
更
や
廃
止
で
き
る
と

の
条
項
を
示
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

と
Ｅ
Ｕ
と
の
自
由
貿
易
協
定
が
成
立

し
な
け
れ
ば
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
の
間
で
も
通

関
検
査
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
新
法

案
が
成
立
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
離
脱
協
定

を
実
質
一
部
無
効
に
す
る
こ
と
と
同

義
と
な
る
。
Ｅ
Ｕ
側
は
国
際
法
違
反

と
反
発
す
る
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権

は
10
月
15
日
ま
で
膠
着
が
続
け
ば
、

Ｅ
Ｕ
と
の
自
由
貿
易
協
定
の
年
内
合

意
は
断
念
す
る
と
強
気
の
姿
勢
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
法
案
は
今
後
イ

ギ
リ
ス
国
内
で
否
決
さ
れ
る
可
能
性

も
残
す
が
、
先
行
き
は
不
透
明
と
さ

れ
る
。
日
本
と
の
通
商
協
定
も
大
筋

合
意
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
加
盟
に
向
け
た
参
加

国
と
の
初
協
議
な
ど
、
Ｅ
Ｕ
以
外
と

の
通
商
協
定
は
進
ん
で
い
る
イ
ギ
リ

ス
だ
が
、
Ｅ
Ｕ
と
は
当
面
協
議
が
難

航
す
る
見
込
み
だ
。

ア
メ
リ
カ
の
金
融
緩
和
長
期
化
か

ら
、
国
際
的
に
資
金
が
ド
ル
か
ら

ユ
ー
ロ
へ
向
か
う
動
き
と
な
っ
て
い

る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
リ
ス
ク

の
再
燃
を
考
え
れ
ば
、
為
替
市
場
で

は
今
後
、
対
ド
ル
で
ユ
ー
ロ
よ
り
も

円
が
選
好
さ
れ
や
す
い
状
況
が
強
ま

る
と
の
見
方
も
あ
る
。
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貴社の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）●貴社の景況
令和２年７～９月期の「貴社の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業は2.0%
ポイントとなり、令和元年７～９月期以来４期ぶりの「上昇」超となっています。
中堅企業、中小企業はいずれも「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業は「上昇」超で推移する見通し、中堅企業、中
小企業はいずれも「下降」超で推移する見通しとなっています。
●国内の景況
令和２年7～ 9月期の「国内の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業は
▲14.6%ポイントとなり、平成31年1～3月期以降７期連続の「下降」超、中堅
企業、中小企業はいずれも「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「下降」超で推
移する見通しとなっています。
令和２年９月末時点の「従業員数判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業は4.8%
ポイントとなり、平成23年９月末以降37期連続の「不足気味」超となり、中堅
企業、中小企業いずれも「不足気味」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超
で推移する見通しとなっています。
令和２年度は、6.8％の減収見込みとなっています。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに減収見込みとなっています
令和２年度は、23.2％の減益見込みとなっています。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに減益見込みとなっています。
令和２年度は、6.8％の減少見込みとなっています。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに減少見込みとなっています。

令和2年7-9月期調査

対象企業数
回答企業数
回　収　率

法人企業景気予測調査
（内閣府・財務省）

法人企業景気予測調査は、わが国の経済活動の主要部分を占める企業活動を把握することにより、経済の現状
および今後の見通しに関する基礎資料を得ることを目的として四半期ごとに調査しています。なお、資本金、
出資金または基金（以下、「資本金」といいます）1千万円以上の法人（ただし、電気・ガス・水道業および金融業、
保険業は資本金1億円以上）を対象としています。以下は、令和２年７‐９月期調査結果の概要です。

（注）本調査において大企業とは資本金10億円以上の企業を、中堅企業とは資本金1億円以上10億円未満
の企業を、中小企業とは資本金1千万円以上1億円未満の企業をいいます。

景　　況

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

令和3年1～3月
見通し

令和2年4～6月
前回調査

国内の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

令和2年7～9月
現状判断

令和3年1～3月
見通し

令和2年4～6月
前回調査

令和2年7～9月
現状判断

令和2年10～12月
見通し

令和2年10～12月
見通し

2.4
4.3
1.5

▲ 0.9
1.4
▲1.5
▲10.8
▲10.2
▲10.9

▲3.1
0.4
▲4.8
▲12.1
▲2.1
▲15.0
▲24.4
▲20.1
▲25.3

2.0 
0.1 
2.9 
▲8.1 
▲14.2 
▲6.3 
▲25.8 
▲38.3 
▲23.4 

▲14.6 
▲12.6 
▲15.5 
▲33.7 
▲29.9 
▲34.7 
▲52.3 
▲57.6 
▲51.3 

▲47.6 
▲52.3 
▲45.3 
▲54.1 
▲57.5 
▲53.1 
▲61.1 
▲66.5 
▲60.0 

▲71.2 
▲70.3 
▲71.7 
▲79.7 
▲79.1 
▲79.8 
▲78.6 
▲80.0 
▲78.4 

2.9 
8.5 
0.2 
▲2.6 
3.3 
▲4.2 
▲15.0 
▲17.9 
▲14.5 

▲9.8 
▲4.2 
▲12.5 
▲26.3 
▲13.8 
▲29.8 
▲42.1 
▲37.1 
▲43.0 

14,102社
11,221社
　79.6％

設備投資

雇　　用

売 上  高

経常利益

証
　
　
券

こ
の
秋
、コ
ロ
ナ
禍
と
株
価
は
ど
う
な

る
か
？

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2020年
９月10日

企業情報開示・ガバナンス検討
特別委員会「企業情報開示に関
する有用性と信頼性の向上に向
けた論点の検討～開示とガバナ
ンスの連動による持続的価値創
造サイクルの実現に向けて～
（中間報告）」

JICPA

企業情報開示について、その有用性と信頼性を高めることにより情報利
用者にとっての価値を高めるとともに、コーポレートガバナンスとの有
機的なつながりを通じて、企業の持続的な価値創造に結びついていくこ
とが重要であるという考えに基づき、「開示書類の体系と情報構成」、「報
告フレームワーク・基準」、「企業情報開示とコーポレートガバナンスの
連動」、「信頼性を高める監査・保証」の４つの論点から検討したもの。
本中間報告に基づいてさらに検討し、最終報告を取りまとめる予定。
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200910daf.html

―

現
在
、
世
界
経
済
、
金
融
・
株
式

市
場
を
動
か
す
最
大
の
要
因
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
問
題
で
あ
る
。
今
年
前

半
、
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
に
世
界

各
国
が
国
民
の
社
会
・
経
済
活
動
を

強
力
に
制
限
す
る
と
い
う
、
歴
史
上

例
を
み
な
い
措
置
が
と
ら
れ
た
。

こ
の
結
果
、
各
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
大

幅
な
落
込
み
と
な
り
、
企
業
収
益
は

激
減
、
経
営
危
機
の
話
題
が
続
出
し

た
。
失
業
・
休
業
の
急
増
で
家
計
の

所
得
も
減
少
、
困
窮
問
題
が
一
気
に

浮
上
し
た
。

各
国
政
府
は
危
機
的
状
況
に
対
応

し
て
、
従
来
「
禁
じ
手
」
と
考
え
ら

れ
て
き
た
よ
う
な
金
融
・
財
政
政
策

を
発
動
さ
せ
た
。
こ
の
結
果
、
ゼ
ロ

金
利
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
を
含
む
超
低

金
利
が
当
た
り
前
と
な
り
、
政
府
や

中
央
銀
行
に
よ
る
企
業
や
家
計
へ
の

直
接
的
な
資
金
援
助
を
実
施
す
る
国

が
続
出
し
た
。

こ
う
し
た
対
策
の
効
果
か
、
世
界

の
株
式
市
場
は
、
３
月
に
大
き
く
下

げ
た
後
、
基
本
的
に
回
復
軌
道
を
歩

ん
で
き
て
い
る
。
経
済
実
体
に
比
べ

株
価
が
高
す
ぎ
る
、
と
い
う
声
も
株

式
市
場
外
で
聞
か
れ
る
が
、
８
月
以

降
も
株
価
堅
調
は
続
い
て
い
る
。

こ
の
と
こ
ろ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
は
鈍
化
傾
向
と
な
り

つ
つ
あ
り
、
今
な
お
、
急
増
中
と
い

え
る
の
は
イ
ン
ド
、
ペ
ル
ー
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
と
い
っ
た
国
々
で
あ
る
。
第

二
波
襲
来
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
国
も

あ
る
が
、
第
一
波
の
と
き
よ
り
も
、

経
済
活
動
再
規
制
・
自
粛
再
要
請
と

い
っ
た
動
き
は
緩
や
か
に
も
み
え

る
。コ

ロ
ナ
禍
が
秋
以
降
に
世
界
の
株

価
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
る
可
能
性
は
小

さ
い
と
の
声
も
あ
る
が
、
株
価
の
現

状
は
程
度
の
差
は
あ
れ
、景
気
回
復
、

企
業
収
益
の
立
ち
直
り
を
期
待
し
て

の
強
さ
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。も
し
景
気
が
回
復
し
な
い
、

と
い
っ
た
事
態
に
な
れ
ば
、
話
は

違
っ
て
く
る
。
特
に
今
ま
で
の
異
例

の
政
策
効
果
が
途
切
れ
れ
ば
、
景
気

の
足
取
り
も
ふ
ら
つ
く
の
で
は
、
と

い
う
見
方
は
根
強
い
。

ま
た
、
米
大
統
領
選
挙
、
米
中
対

立
の
激
化
、
各
地
の
紛
争
な
ど
、
株

式
市
場
に
と
っ
て
リ
ス
ク
要
因
は
多

い
。
こ
の
秋
も
株
価
の
動
き
を
注
視

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。


